
○ 太田市外 三町広域 清掃組合 クリー  

ン プラザの 設置及び 管理に関 する  

条 例  

 

令 和 ２ 年 １ ０ 月 １ 日            

条 例 第 ４ 号            

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 （ 以 下 「 組 合 」 と い う 。 ）

を 組 織 す る 市 町 （ 以 下 「 関 係 市 町 」 と い う 。 ） の 可 燃 ご み を 適 正 に 処 理

し 、 ご み の 減 量 化 の 推 進 と 環 境 負 荷 の 低 減 を 図 る と と も に 、 積 極 的 な 熱

エ ネ ル ギ ー の 回 収 拠 点 と し て 整 備 す る た め 、 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合

ク リ ー ン プ ラ ザ （ 以 下 「 ク リ ー ン プ ラ ザ 」 と い う 。 ） の 設 置 及 び 管 理 に

関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 設 置 ）  

第 ２ 条  ク リ ー ン プ ラ ザ の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す る 。  

 ⑴  名 称  太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 ク リ ー ン プ ラ ザ  

 ⑵  位 置  太 田 市 細 谷 町 ６ ０ ４ 番 地 １  

 （ 事 業 ）  

第 ３ 条  ク リ ー ン プ ラ ザ は 、 次 に 掲 げ る 事 業 を 行 う 。  

 ⑴  関 係 市 町 の 可 燃 ご み の 処 理 事 業 に 関 す る こ と 。  

 ⑵  ク リ ー ン プ ラ ザ の 管 理 及 び 使 用 に 関 す る こ と 。  

 ⑶  前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 管 理 者 が 必 要 と 認 め る 事 業  

 （ 管 理 及 び 運 営 ）  

第 ４ 条  ク リ ー ン プ ラ ザ は 、 常 に 良 好 な 状 態 に お い て 管 理 し 、 そ の 設 置 目

的 に 応 じ て 効 率 的 に 運 営 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 利 用 の 許 可 ）  

第 ５ 条  ク リ ー ン プ ラ ザ を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め 管 理 者 の 許

可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 （ ク リ ー ン プ ラ ザ 利 用 の 禁 止 等 ）  

第 ６ 条  管 理 者 は 、 正 当 な 理 由 が な く ク リ ー ン プ ラ ザ の 利 用 を 拒 ん で は な

ら な い 。 た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 に 対 し て は 、 利 用 を

禁 止 し 、 又 は 施 設 内 よ り 退 去 さ せ る こ と が で き る 。  

 ⑴  可 燃 性 以 外 の 物 件 （ 機 械 器 具 を 損 壊 す る お そ れ の あ る も の ） を 投 入

し よ う と す る 者  

 ⑵  業 務 上 行 う 職 員 の 作 業 を 妨 害 し 、 又 は 指 示 に 従 わ な い 者  

 （ 損 害 賠 償 ）  

第 ７ 条  利 用 す る 者 は 、施 設 等 そ の 他 設 備 を 破 損 し 、又 は 滅 失 し た と き は 、

管 理 者 の 指 示 に 従 い 当 該 施 設 等 を 原 状 に 回 復 し 、 又 は そ の 損 害 を 賠 償 し



な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 管 理 者 が や む を 得 な い 理 由 が あ る と 認 め る

と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

 （ 委 任 ）  

第 ８ 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 が 別 に 定 め

る 。  

   附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


